
■問い合わせ／総務課総務係　☎０８８-８８０-６５５１

行政情報公開・個人情報保護制度
の運用状況報告

　一部公開は、住所・氏名などの個人を特定する情
報や、公開することで法人などの正当な利益を害する
可能性があるもの（印影や口座情報など）を除いて公
開しました。
　非公開は１７件が該当する文書が存在しない（不作
成や不要なため取得していない）ことによるもので、
１件が課税情報に該当するもの、１件が個人情報に該
当するものでした。
　審査請求は２件あり、審査請求の対象ではないとし
て却下となりました。

　一部開示は、本人以外の第三者に関する情報が含
まれていたことによるもので、不開示は、該当する文
書が存在しない（保存期間満了による廃棄）ことによる
ものでした。　

■保有個人情報の目的外利用及び外部提供
　個人情報の保護に関する法律第６９条第２項の規定
に基づき、市が保有する個人情報について、目的外
利用を７件、外部提供を２件行いました。

令和
７年度

処理状況内容別件数開示請求等の件数
開　　示 19件

開示請求 23件

23件
内　訳
市長部局　23件
市長部局外 ０件

一部開示 ３件
不 開 示 １件
（不存在） １件
却　　下 ０件
取 下 げ ０件

－訂正請求 ０件
－利用停止請求 ０件
－苦情・相談 ０件

処理状況公開請求件数
公　　開 27件75件

内　訳
市長部局　　65件
市長部局外　10件

一部公開 26件

非 公 開 19件
（不存在 17件）

却　　　下 ０件

取　下　げ ３件

■ 行政情報公開請求 ■ 個人情報開示請求

■問い合わせ／都市整備課都市計画係　☎ 0 8 8 - 8 8 0 - 6 5 8 2

■問い合わせ／高知県運営適正化委員会　☎０８８-８０２-２６１１

土地・家屋等を売却された方へ
　地方部を中心に全国的に空き地・空き家・耕作放棄地などが増加しています。
　そこで、新たに空き地などを活用したい方へ土地等の譲渡を促進するため、取引額の合計が市
街化区域内で800万円以下（※）、または市街化調整区域内で500万円以下など一定の要件を満た
す「低未利用土地（居住用・業務用などで利用されていない土地など）」を個人が譲渡した場合に、
所得税などが軽減される特例措置があります。
　この特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」を都市整備課で発行しています。
特例の対象となる要件や必要な手続きなど、詳しくはお問い合わせください。

■ 対象期間
令和2年7月1日から令和10年12月31日までの譲渡
　（※）令和5年度の税制改正により、市街化区域内での取引額の

上限が500万円から800万円に拡充されました（譲渡日
が令和5年1月1日から令和10年12月31日までの取引に
限る）。

■ 発行申請に必要な書類
売買契約書の写し、土地の登記事項証明書（全部事項証
明書）など

福祉サービスで悩んだり、
困ったりしていることは
ありませんか？

　各種社会福祉施設（老人ホームや就労継続支援事業所、保育所等）やホームヘルプサービスといっ
た福祉サービス利用においての疑問や悩み等の困りごとは、その事業者との話し合いでの解決が望
まれます。
　しかし、話し合いだけでは解決しなかったり、直接話すことに少し抵抗を感じたりする場合もあると
思います。
　そのような時には「高知県運営適正化委員会」にご相談ください。秘密厳守で対応させていただ
きます。相談は無料で、受付は年末年始を除いた平日の９：00～16：00までです。

■ 所在地／〒780-8567　高知市朝倉戊３７５-１
 高知県立ふくし交流プラザ
 高知県運営適正化委員会
 FAX  ０８８-８４４-９４４３
 e-mail：kaiketsu@pippikochi.or.jp
 （FAXとメールは２４時間受付） 
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